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情報通信機器を用いた診療(遠隔診療)等に係る取扱いについて 
 
 

 標記について、厚生労働省医薬食品局総務課より日本薬剤師会長宛て連絡があった 

とのことです。 

 本件は、平成 23 年東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、ファクシミリ等により送

付された処方せんによる調剤の取扱い等に関するものです。 

 今回の地震による患者に対応するため、医療機関から処方せんの原本を入手するま

での間は、送付されたファクシミリ等を「処方せん」とみなして差し支えないことな

どの取扱いが示されています。 

    

 

   



      

       


